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シルバーだより　　No.29
　令和2年度　定時総会を開催しました　

　5月28日（木）に、富来活性化センターで定時総会を行い、会員総数262名の

うち168名（委任状36名、議決権行使書109名含む）の出席のもと、

議案書のすべての議案は承認されましたので、

会員さんに報告させていただきます。

ご協力、ありがとうございました。

＜議事内容＞
報告第1号 令和元年度　　収支予算専決について

議案第1号 令和元年度　　事業報告について

議案第2号 令和元年度　　決算報告について 🔶役員・会員表彰
　監査報告 理事を4年以上務め退任した

議案第3号 役員改選について 役員2名と10年間在籍した

報告第2号 令和２年度　　事業計画について 会員12名でした。

報告第3号 令和２年度　　収支予算について

新規会員さんのご案内　
（令和2年5月2日～令和2年5月29日入会）

田中　茂一　（中甘田地区） 車の運転希望

水澗　節子　（高浜地区） 除草作業希望

※緊急事態宣言が解除されましたが、まだ安心できません

3つの【密】を避けて外出先からの帰宅時や

調理の前後、食事前は必ず手洗いやアルコール

消毒液などで手を洗いましょう。

咳エチケットも忘れずに。

うつさない・うつらない

みんなで乗り切りましょう。



他シルバー人材センターの苦情（クレーム）事例です。

　事例①　　作業現場での仕事依頼・見積りは慎重に

作業時に事前打合せ以外の仕事依頼があり、可能だったので作業した。

発注者はサービスの一環という認識であったが、後日、見積額以上の

請求書が届いた。金額的な説明（見積りなど）のないままの作業について

支払いはできない！とのクレームです。

見積りなどを提示（少し高くなるのではなく、3,000円高くなるなど）して

了解を得てから作業する。また、作業中追加があった場合は事務局へ

報告することはもちろん、再度、発注者から了解を得て作業する。

作業完了後のサインなども必ずいただくようにするという基本ルール

が大切です。

　事例②　　お客様への連絡は確実に行う

作業予定日の連絡のないまま急に来て作業をし始めた。何年か来て

頂いてるのでいつものように作業はしてくれたが、終わったのかどうか

わからないうちに何も言わずに撤収した。挨拶も無くいかがなものか？

とのクレームです。

発注者への連絡・作業前後のあいさつは社会常識として当然です。

作業の確認など発注者の意向に沿うように気配りすることが大切です。

　事例③　　「曖昧な作業確認・見積り」・「横柄な作業態度」はトラブルのもと

作業についてよく確認されず、曖昧なまま作業が行われ、思っていた

金額より高い請求をされた。１人暮らしの高齢者世帯であったため、

家族から連絡があり、センターの就業の進め方に疑問を感じる。また、

会員が暴言を吐くなどの態度をとって精神的なショックを受けている

ので早急な改善を求める！とのクレームです。

発注者はお客様です。「仕事をやってやる。」という意識ではなく、

「仕事をいただいている。」という認識で就業することで印象は

ずいぶん変わります。会員の善意が「作業の押しつけ」、

「高圧的な言動」ととられる事例も少なくありません。接遇マナー

ということで節度ある言動・行動に特に注意する事が必要です。

　　ルールを守ってクレームを無くし、安全就業に心がけましょう。


